
長崎県犯罪のない安全・安心まちづくりの概要

長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり条例（平成１７年４月１日施行）

犯罪のない安全で安心な地域社会の実現のためには、防犯対策を警察だけに任せるのではなく、県・市町、

県民の皆さん、事業者の皆さんが一体となって、｢自分の安全は自分で守る｣、｢自分たちのまちは自分たち

で守る｣という防犯意識を持ち、日常生活の中でできる防犯対策を進め、犯罪の起きにくい環境を作っていく

ことや地域における自主防犯活動を活性化させていくことが大切です。

そこで、この取組みを県内全域において継続的かつ効果的に推進する基盤として、この条例が制定されま

した。

■ 条例の概要

犯罪のない安全・安心まちづくりは、
県、市町、県民、事業者等の連携の下に推進基本理念（第２条）

推進体制の整備（第６条）

県の責務（第３条)

◎安全・安心に関する総合的施策の推進
◎安全・安心についての広報・啓発(第8条)
◎自主防犯活動に対する情報提供・支援（第10条)

等

県民の責務（第４条) 事業者の責務（第５条)

◎安全・安心についての理解の深化
◎安全確保への自らの努力
◎県の施策への協力

等

◎安全・安心についての理解の深化
◎事業活動における安全・安心の推進

◎県の施策への協力
等

犯罪のない安全・安心まちづくりを効果的に推進するために、

○ 行政、県民、事業者等が一体となった推進体制

○ 県（知事部局）、教育庁、警察本部による庁内の推進体制

を設置し、互いに連携、協力しながら各種施策に取り組むこととしています。

長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり推進県民会議

会 長 ： 知事
副会長 ： 副知事及び会長が指名する者

■構成メンバー：県民、地域及び事業者団体、学校・ＰＴＡ、学識経験者、市町等の代表者
■所掌事務：犯罪のない安全・安心まちづくりに関する施策の推進、行動計画策定等に関する

提言 など

会 長 ： 知事
副会長 ： 副知事、警察本部長及び教育長

■構成メンバー：庁内の関係部局長
■所掌事務：犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画の推進、その他推進上の重要事項 など

長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり推進会議
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第４次長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画とは・・・

県民の皆様が安全・安心を実感できるまちづくりを進めていくため、令和３年度からの５年間で取り組む施策
等の方向性をしめした「第４次長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画」を策定しています。

■ 施策の体系

犯罪のない安全・安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画（第７条）６つの分野で、防犯に配慮した構造や子どもの安全確保のための防犯指針を策定防犯指針（第１２条～第２６条）

■ 目 標 犯罪のない日本一安全・安心な長崎県を目指します

■ 基本方向

１ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた意識づくり
｢自分の安全は、自分で守る｣という自主防犯意識と規範意識を高めていきます。

◎ 自主防犯意識の啓発

◎ 規範意識の向上

◎ 安全情報等の提供

目標を達成するために、犯罪のない安全・安心なまちづくりに向けた意識づくり・地域づくり・環境づくりの基
本方向ごとの施策に可能な限り数値目標を設定し、取り組むこととしています。

２ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた地域づくり
お互いを守り支え合い｢自分たちのまちは、自分たちで守る｣という地域づくりをす

３ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた環境づくり
｢犯罪にあわない、起こさせない｣ための環境づくりをすすめます。

意識づくり

◎ 地域における連帯感の向上

◎ 地域の防犯・安全活動の促進

◎ 子供・女性を守る取組の推進

◎ 子供を健やかに育てるための取組の推進

◎ 高齢者・障害者が安全で安心して暮らせる取組の推進

地域づくり

◎ 犯罪の防止に配慮した道路等づくり

◎ 犯罪の防止に配慮した住宅の普及

◎ 犯罪の防止に配慮した商業施設等の環境整備促進

◎ 学校等における子供の安全確保のための取組の推進

◎ 通学路等における子供の安全確保のための取組の推進

◎ 観光旅行者等の安全を確保するための取組の推進

環境づくり

事

業

【取組の基本方向】 【 施 策 】

■ 計画期間 令和3年度から令和７年度（５年間）

■ 指 標 刑法犯認知件数における全国トップレベルの治安水準の維持

犯罪のない安全・安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画を策定

行動計画（第７条）
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○長崎県の刑法犯認知件数の推移

◎ 令和５年の刑法犯認知件数は3,786件（前年比＋542件）であり、3年連続で増加
◎ 罪種別で最も増加しているのは、窃盗犯であり、その中でも自転車盗、万引きが
増加している。

◎ 窃盗犯の次に増加しているのは知能犯であり、その中では詐欺が特に増加している。
◎ 不同意性交等が増加している。（38件認知、前年比＋２８件）

R５の刑法犯認知件数の内訳

R５の犯罪率が低い方からの順位
① 岩手県（241.8件） ④ 山形県（286.3件）
② 秋田県（258.4件） ⑤ 長崎県（295.1件）
③ 大分県（270.4件）

※犯罪率とは、人口10万人あたりの刑法犯認知件数をいう。

罪種別 件数

窃盗犯 2,129

粗暴犯 405

知能犯 520

風俗犯 78

凶悪犯 47

その他の刑法犯 607

14,454

2,799

3,786
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１　認知件数（内訳含む）の推移（過去５年間）

２　被害額（内訳含む）の推移（過去５年間）

【過去５年間の概況】
○ニセ電話詐欺事件の発生状況

※「その他」とは、金融商品詐欺、交際あっせん詐欺、ギャンブル詐欺など６手口がある。

【令和４年との比較】
○無施錠による被害状況
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